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議    長 

 

 

 

 

 

 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和７年度第１１回総会を開催いた

します。 

 

本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１９人の出席で、全員の出席でございますので、会は成立いたしてお

ります。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、國生委員、福永委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

次に、議事参与の制限についてお知らせします。 

議題５．「農用地利用集積等促進計画に関する件」につきましては、議事参与

の制限となっておりますのでよろしくお願いします。 

 

議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～４ページ １３件 

議    長 議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請事由：贈与、受贈、権利の種別：所有権移転、贈与。 

この件について、補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、２０年以上の耕作経験があること

から、新規就農には該当しません。 

番号２号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号４号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号６号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉田、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号７号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、桜島、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、喜入、１７番委員お願いします。 
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１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。 

この件について補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、従来より本市において１０年以上

の営農経験があることから、新規就農には該当しません。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１１号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について事務局から補足説明します。 

 

松 元 支 局 当該地は６人の共有名義になっており、譲渡人及び譲受人はそれぞれ６分の１

を所有しており、譲渡人の持分６分の１を譲受人に贈与し、譲受人の持分は６分

の２になります。当該地は譲受人の自宅に隣接しており、譲受人が５０年以上耕

作、管理をしているため、新規就農には該当しません。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申請に関する

件」１３件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請人に許可書

を交付することといたします。 
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議題２．農地法第４条許可申請に関する件 

５ページ １件 

議    長 次に、議題２．「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：通路７.６２㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東・北

…宅地、西…別件５条申請地、南…私道、境界…ブロック積、雨水…自然流下。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第３

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可申請に関する

件」１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書を

交付することといたします。 

 

 

議題３．農地法第５条許可申請に関する件 

６ページ～８ページ １１件 

議    長 次に、議題３．「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、本局、１２番委員お願いします。 

 

１ ２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：駐車場４８８.２９㎡、倉庫兼事務所１棟１７１.００

㎡、庭敷地３２４.７６㎡、法面１１７.００㎡、転回場等１９３.００㎡、周囲の

状況及び被害防除計画：東…里道、西・南…市道、北…原野、雑種地、境界…ブ

ロック積、Ｌ型擁壁、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の種別：所有権

移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、谷山、１４番委員お願いします。 
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、住家１棟９８.２４㎡、庭敷地等１０２．７６㎡、東…宅地、西・北

…渡人畑、南…市道、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号３号、宅地分譲４区画１，０１０．００㎡、東…市道、西…雑種地、南…

農道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、農道側溝、汚水…合併浄

化槽、所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明します。 

申請地は昭和３５年頃に譲渡人の親が必要な手続きを経ずに、自宅を建築して

いたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこと、今後は、こ

のようなことのないよう指導いたしました。 

番号４号、貸駐車場１５０．００㎡、転回場等１７３．００㎡、東…他人畑、

西…宅地、南…市道、北…山林、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移

転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、住家１棟１６０．８８㎡、庭敷地等１２２．１２㎡、東・北…里道、

西…他人畑、南…他人畑、宅地、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号６号、住家１棟１３８．０８㎡、庭敷地等３５６．９２㎡、東…里道、西

…渡人畑、宅地、雑種地、南…他人畑、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市

道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号７号、住家１棟７８．０７㎡、庭敷地等４１９．９３㎡、東…市道、西・

南・北…渡人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有

権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、コインランドリー２棟１１５．８０㎡、洗車場７０．００㎡、駐車

場２８７．００㎡、通路等８８８．２０㎡、東…県道、西・南・北…宅地、境界…

ブロック積、雨水…県道側溝、汚水…油水分離槽、分離桝、賃貸借権。 

番号９号、宅地分譲４区画９６９．１０㎡、東…私道、別件４条申請地、西…

宅地、他人畑、南…市道、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水

…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１０号、宅地分譲２区画８０４．００㎡、東・北…市道、西・南…他人畑、

境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 
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議    長 次に、郡山、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、住家１棟６６．２４㎡、庭敷地等１６５．５７㎡、東…市道、西・

南・北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権

移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、それ

以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願い

いたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可申請に関する

件」１１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人に許可書

を交付することといたします。 

 

 

議題４．非農地認定に関する件 

９ページ～１０ページ ５件 

議    長 次に、議題４．「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：通路として２４年経過、現況道路。 

番号２号、調査結果：杉、雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、調査結果：杉、孟宗竹自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、調査結果：杉、雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 
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議    長 次に、郡山、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、調査結果：倉庫 1棟、１２年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「非農地認定に関する件」５件に

つきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題５．農用地利用集積等促進計画に関する件 

別冊資料２ ２０件 

議    長 次に、議題５．「農用地利用集積等促進計画に関する件」を審議します。別冊資

料２です。 

 

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。 

３８ページから３９ページにつきましては、１９番委員自身が、４６ページか

ら４７ページにつきましては、１番委員自身が、申請人となっている案件でござ

います。 

従いまして、１９番委員、１番委員におかれましては、農業委員会等に関する

法律第３１条の規定により、議事に参与することができませんので、順次しばら

く離席いただき、その間に審議し、再び着席していただくことにします。 

まず、１９番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１９番委員離席後） 

 

３８ページから３９ページにつきまして、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 １９番委員の議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。 

別冊資料２の３ページをご覧ください。 

番号３０から３３の農地中間管理権の設定等を行う者が議事参与の対象になっ

ております。 

現況は畑４筆で、面積は１８，５９３．００㎡、貸借期間は令和８年３月３１

日から令和１８年３月３０日、契約期間は１０年、権利の種類は使用貸借権とな

っております。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、３８ページか

ら３９ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農用地利用集積等促進計画に関

する件」３８ページから３９ページにつきましては、原案どおり承認することに

決定いたします。 

 

次の案件の審議に入ります前に、１９番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。１番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１９番委員着席、１番委員離席後） 

 

４６ページから４７ページにつきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 １番委員の議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。 

別冊資料２の４ページをご覧ください。 

番号４１の利用権の設定等を受ける者が議事参与の対象になっております。 

現況は田１筆で、面積は５０９．００㎡、令和８年３月３１日から令和１８年

３月３０日、契約期間は１０年、権利の種類は使用貸借権となっております。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、４６ページか

ら４７ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 

以上です。 
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議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農用地利用集積等促進計画に関

する件」４６ページから４７ページにつきましては、原案どおり承認することに

決定いたします。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、１番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。 

 

（１番委員着席後） 

 

審議に戻ります。 

残りの１８件及び先ほどの２件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。 

 

 

事 務 局 議題５．「農用地利用集積等促進計画に関する件」について先程の分も含めまし

て説明します。 

令和８年３月３１日から契約開始予定の農用地利用集積等促進計画になりま

す。 

審議していただく案件は、一括契約が２０件になります。 

１ページをご覧ください。集計表になります。 

賃貸借権２５筆、２０，７３５．００㎡、使用貸借権２８筆、 

３８，１７３．００㎡となっております、合計２０件、５３筆、 

５８，９０８．００㎡です。 

２ページから４ページが令和８年３月３１日から契約開始予定の一覧表になり

ます。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、５ページから

５９ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農用地利用集積等促進計画に関

する件」１８件につきましては、原案どおり承認することに決定いたします。 
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議題６．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

別冊資料３ ５件 

議    長 次に、議題６．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料３です。 

伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。２ページです。 

３．変更後の用途、建築条件付土地 

４．現況、申出地は、犬迫町横井原地区にあり、伊敷支所から西へ 

約５．８ｋｍに位置し、東・南側は他人畑、西側は市道、北側は渡人畑に接して

いる。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。６ページです。 

３．変更後の用途、一般住宅 

４．現況、申出地は、東佐多町五反田地区にあり、吉田支所から北東へ 

約２．１ｋｍに位置し、東・南・北側は用悪水路、西側は用悪水路・渡人田に接

している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１６番委員お願いします。 
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１ ６ 番 委 員 ご報告します。１０ページです。 

３．変更後の用途、建築条件付土地 

４．現況、申出地は、石谷町馬渡地区にあり、松元支所から北東へ 

約３．２ｋｍに位置し、東・北側は渡人畑、西側は渡人畑・宅地、南側は市道に

接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

次に、１４ページです。 

３．変更後の用途、一般住宅 

４．現況、申出地は、石谷町馬渡地区にあり、松元支所から北東へ 

約３．２ｋｍに位置し、東側は渡人畑、西・南側は市道、北側は宅地に接してい

る。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

次に、１８ページです。 

３．変更後の用途、建築条件付土地 

４．現況、申出地は、石谷町伏野地区にあり、松元支所から東北東へ約３．２

ｋｍに位置し、東・南側は他人畑、西側は市道、北側は渡人畑に接している。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、

計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

 

審議に入ります前に、只今傍聴者が１名いらっしゃいましたのでご報告いたし

ます。 

傍聴人におかれましては、鹿児島市農業委員会会議規程第１１条の規定に基づ

き、定められた場所で傍聴し、議長の指示に従っていただきますようお願いしま

す。 

 

それでは、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「３番委員」挙手あり〕 

 

はい、３番委員どうぞ。 
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３ 番 委 員 ６ページの吉田の分ですが、道路に全然面していないのですが、用悪水路に橋

か何かを付けるのでしょうか。 

 

吉 田 支 局 該地は、周囲に水路が巡っておりますが、隣接しているのは５０ｃｍ幅の水路

で、市道に接しておりますので、そこに蓋をして出入りをするということです。 

 

３ 番 委 員 わかりました。 

 

議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農業振興地域整備計画変更（除

外）に係る意見書に関する件」５件につきましては、原案どおり、承認すること

に決定いたします。 

 

 

議題７．農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件 

別冊資料３ １件 

議    長 次に、議題７．「農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関

する件」を審議します。別冊資料３です。 

松元、１６番委員お願いします。 

 

１ ６ 番 委 員 ご報告します。２２ページです。 

３．変更後の用途、茶工場、倉庫及び農業用車両置場 

４．現況、申出地は、直木町椿山地区にあり、松元支所から南南西へ約２．５

ｋｍに位置し、東・南側は宅地、西側は他人畑、北側は他人畑・宅地に接してい

る。 

５．農業委員会の意見、市長部局による用途区分変更理由及び要件別検討結果

は別紙調書のとおりで、変更後の用途は茶工場、倉庫及び農業用車両置場であり、

周辺農地への影響は少なく、計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「農業振興地域整備計画変更（用

途区分変更）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり、承認

することに決定いたします。 
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議題８．地域計画に係る意見書に関する件 

別冊資料４ ２件 

議    長 次に、議題８．「地域計画に係る意見書に関する件」を審議します。別冊資料４

です。 

農政総務課から説明をお願いします。 

 

伊敷農林事務

所 長 

(伊敷支局主任) 

伊敷農林事務所から説明します。 

別冊資料４の３ページをお開きください。 

犬迫町（川路山、横井原）の地域計画の主な変更内容です。 

１．地域農業の将来の在り方や担い手への集積状況等。 

区域内の農用地等面積が６０．１ｈａから６０．０ｈａへ減少しています。 

現状の集積率が７．１％から７．４％へ増加しています。担い手への集積が図

られたためです。 

２．目標地図 

犬迫町８８４２の担う者が決まっている農地の耕作者名の変更 

犬迫町１０６７５－１の農地の対象区域からの除外 

地域計画案が５ページから１１ページにあります。お目通しをお願いいたしま

す。 

以上です。 

 

松元農林事務

所 長 

(松元支局主任) 

松元農林事務所から説明します。 

別冊資料４の４ページをお開きください。 

石谷・福山（畑）の地域計画の主な変更内容です。 

１．地域農業の将来の在り方や担い手への集積状況等。 

区域内の農用地等面積が６６．２ｈａから６５．４ｈａへ減少しています。 

現状の集積率が８２．９％から８３．７％へ増加しています。担い手以外が利

用する農地の除外によるものです。 

２．目標地図 

石谷町１１７７－１ほか３筆を農地の対象区域から除外しております。 

地域計画案が１２ページから１６ページにあります。お目通しをお願いいたし

ます。 

以上です。 
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議    長 ただいま、農政総務課から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

議題８．「地域計画に係る意見書に関する件」２件につきましては、原案どおり、

承認することに決定いたします。 

 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 

１．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

１１ページ～１３ページ １１件 

２．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

１４ページ～１７ページ １０件 

３．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

１８ページ～１９ページ  ３件 

４．農用地利用集積等促進計画に関する報告について 

２０ページ～２６ページ  ９件 

議 長 次に、報告事項１「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項２「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

報告事項３「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」 

報告事項４「農用地利用集積等促進計画に関する報告について」 

事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

１１ページをお開き下さい。 

報告事項１ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１１件です。 

登記地目別では、田１１筆、７，２６３．００㎡、畑１１筆、６，８９１．４５

㎡、他（現況農地）１１筆、２，１３１．００㎡となっております。取得した事

由別数は、相続が１０件、その他が１件、権利の種別は、所有権が１１件。農業

委員会によるあっせん等は、有が２件、無が９件となっております。 

１２ページから１３ページは、農地法第３条の３関係の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

 

次に、１４ページをお開き下さい。 

報告事項２ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。 

転用目的別では、第４条関係は、届出がありませんでした。 

第５条関係では、上から順に一般住宅が８件、共同住宅が１件、駐車場１件、

合計１０件となっております。 

１５ページから１７ページは、５条関係１０件の内容です。お目通しをお願い

いたします。 

 

事 務 局 

 

次に、１８ページから１９ページをお開き下さい。 

報告事項３ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告についてで

す。 

喜入地区で２件、松元地区で１件、合意解約の通知が出ております。 

お目通しをお願いいたします。 
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事 務 局 

 

次に、２０ページをお開き下さい。 

報告事項４ 農用地利用集積等促進計画に関する報告についてです。 

これは、先に開催した総会において、「同計画に係る意見書に関する件」として、

審議いただいた件について、県知事の認可があったことを報告するものです。 

右側の一番下になります。 

賃貸借権５件、１８筆、１６，９１１．００㎡、使用貸借権４件、６筆、 

３，９６６．００㎡、合計９件、２４筆、２０，８７７．００㎡です。 

２１ページから２６ページは、農用地利用集積等促進計画の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

５．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について 

別冊資料５ １１８件 

事 務 局 

 

報告事項５「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

別冊資料５ご覧下さい。 

先月の地区推進協議会等で計１１８筆、８２，２８７㎡の非農地判断を実施し

ております。 

実施結果に基づきまして、備考欄の通知日に所有者へ通知書を送付しておりま

す。関係部署については総会終了後に通知する予定です。内容につきましては、

お目通しをお願いいたします。 

 

議    長 

 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１０時３７分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

事 務 局 

 

 

 

・令和７年度第１２回総会（月例）開催日時は、 

２月２７日（金）午前１０時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

議    長 

 

 

 

 

以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

閉 会（午前１０時４０分） 

 

 


